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感染症のパンデミックに備えた保険制度等について

1 公的保険制度

○ 人々に大きな経済的被害をもたらす大規模災害等に対する補償の方法としては、①政府が

運営・財政面で関与する公的保険制度や②政府による事後的な援助等が考えられる。このう

ち、公的保険制度については、我が国の地震保険制度を始めとして、自然災害やテロ事件に

よる被害等を補償対象とする公的保険制度が整備されている国がみられる (表 )。

表 各国における大規模災害等に対する公的保険制度の補償対象

国 。地域名 補 償 対 象 国 。地域名 補 償 対 象

オーストラリア
ベ ル ギ ー

カリフォルニア州

台    湾

デ ン マ ー ク

フ ロ リ ダ 州

フ フ ン ス

テロリスク

地震、洪水、暴風、地滑り、地盤沈下

テロリスク

地震

地震、(地震に起因する)火災又は爆

発、地滑り、地盤沈下、地殻変動・破

裂、高潮、洪水

海水の流入及び暴風による森林被害

に起因する洪水被害
ハ リケーン被害

自然災害全般

テロ事件

産業事故

地震、火山噴火、雪崩、地滑り、洪水

地震、津波、火山噴火

地質リスク (地震、火山噴火、土砂崩

れ、高潮、地滑り)、 気象リスク (変

則的な干ばつ、サイクロン、豪雨、雪

害、雹害、変則的な氾濫、竜巻)

(注)近年のテロリスクの高まりを受けて、 ドイツ、オランダ、オーストリア、デンマークにおいて、政府が運営・

財政面で一部関与するテロ保険制度が創設されている (松野篤「EU加盟国におけるテロ保険制度」『損保ジャパン

日本興亜総研レポート』%1.69,20169,pp45‐ 65.)。 また、各国における原子力損害賠償制度において、政府が関与
する保険制度が設けられている例がある (原子力委員会「諸外国の原子力損害賠償制度の概要 (第 1回原子力損害
賠償制度専門部会資料 1‐7)」 2015.5.く http:ム四用actojMic″NOsmmol、 songがs"o01/s■ ol‐7.pd>)。

(出 典)OECD,“ Financial Mmagcmcnt oF Largc‐ Scalc Catastrophcs,''Pο ′κッおs″5,″ ルs“rα

““
,No.12,2008.9.5,

pp.32‐ 33, 136‐ 142. くhttps:″、vⅥ、v:occd‐ ilibl貶ビy.oυ docsciwcr′9789264041516く n.pd,, を基 I摯鮨卿乍成。

○ 今般の新型コロナウイルス感染症にみられるように、感染症の「パンデミック (pandemic.

世界的大流行)」 についても、大きな経済的被害をもたらす可能性が高いが、これを特に補償

対象とする公的保険制度の例は 調査の範囲では見当Lらなかった。なお、感染症による被

害については、公的医療保険や雇用保険等の社会保険制度でカバーされる部分もあると考え

られる。
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○ 一般に、リスクの移転と分散の仕組みである保険の原理として、「大数の法則 :」 と呼ばれる

確率理論が知られる。時間的・空間的に大数の法則が成立している場合は、保険金支払額に

対する不確実性がなくなり、完全なリスクシェアリングが可能となる。自然災害等による被

害については、年により発生件数の変動が大きく、被害の及ぶ範囲が広範であり、各人の被

害が相互に無相関でない場合も多いため、大数の法則が成 り立ちにくいとされる。このため、

我が国の地震保険制度のように、自国政府が最終的な再保険を提供する例が多く、全てのリ

スクが自国内でプールされることとなる。その場合も、異時点間で保険金支払財源を平準化

することが可能であるが、財政力の弱い小国等では政府に信用が乏しく、制度導入が困難で

あるとされている。感染症の場合も、リスクの特性上、同様の問題があるものと考えられる。

〇 世界銀行グループは、途上国等を対象として、2017年 6月 に「パンデミック緊急ファシリ

ティ (Pmdcmic Emergcncy Finmchg Facil●:PEF)」 を設立した。これは、保険機能を活用

して、感染症 リスクに直面する途上国等に初動対応資金を供給するもので、日独両政府が保

険料等の資金支援を実施 している。ファシリティの引受けリスクは、大災害債券 (cat bond)

と保険デリバティブ取引を利用することで、民間保険会社や資本市場ヘリスク移転されている。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックに際して、現在、PEFの発動が検討されている。

2 民間の保険商品

○ 民間の生命保険会社・損害保険会社等が販売する保険商品の中には、感染症のパンデミック

による被害を一部補償対象とする商品があるとみられる。今般の新型コロナウイルス感染症

のパンデ ミックについても、医療保険、死亡保険、就業不能保険、海外旅行保険、所得補償

保険、各種の企業向け保険等で、堡盤≦:重」:菫12量:象上童:∠:饉:蟹:コ:菫:L:う。また、感染拡大の影

響で中止となったスポーツ大会等が、保険金支払の対象となる例も報道されている。

○ 一般にパンデミックのリスクは、保険会社のリスク管理上、重要な影響をもたらす可能性が

あることから、各国の保険監督当局等も規制・監督上の着眼点としている。
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t偶然事象の観察数が多くなるほど、より確実に実際の結果が予想された結果に近づくという法則。
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